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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成20年12月18日(2008.12.18)

【公表番号】特表2008-519564(P2008-519564A)
【公表日】平成20年6月5日(2008.6.5)
【年通号数】公開・登録公報2008-022
【出願番号】特願2007-540352(P2007-540352)
【国際特許分類】
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   Ｈ０４Ｑ   7/28     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｂ   7/26    １０５Ｄ
   Ｈ０４Ｑ   7/04    　　　Ｊ
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【手続補正書】
【提出日】平成20年10月28日(2008.10.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスネットワーク内のハンドオーバを管理するハンドオーバ管理プレーンであっ
て、
　モバイルインターネットプロトコル（ＩＰ）部と、
　前記ワイヤレスネットワークのタイプに特有のハンドオーバサブレイヤと、
　前記ワイヤレスネットワークのタイプに特有のメディア独立ハンドオーバ（ＭＩＨ）下
層収束機能（ＬＬＣＦ）と、
　ＭＩＨハンドオーバ機能と、
　ＭＩＨ上層収束機能と
を具えたことを特徴とするハンドオーバ管理プレーン。
【請求項２】
　サービスアクセスポイント（ＳＡＰ）－メディアアクセス制御層インターフェースと、
　ＳＡＰ－物理層インターフェースと
　をさら具え、
　前記ＳＡＰインターフェースは、前記ハンドオーバサブレイヤとＭＩＨ管理プレーンと
の間の通信を可能にすることを特徴とする請求項１記載のハンドオーバ管理プレーン。
【請求項３】
　前記ハンドオーバサブレイヤは、前記ネットワーク内のハンドオーバを実施するように
構成されることを特徴とする請求項１記載のハンドオーバ管理プレーン。
【請求項４】
　前記ハンドオーバサブレイヤは、サブネットワーク間のハンドオーバを実施するように
構成され、前記ハンドオーバサブレイヤは、前記ハンドオーバを実行するように前記モバ
イルＩＰ部にシグナリングすることを特徴とする請求項１記載のハンドオーバ管理プレー
ン。
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【請求項５】
　前記ハンドオーバサブレイヤは、異なる技術間のハンドオーバを実施するように構成さ
れ、前記ハンドオーバサブレイヤは、前記ハンドオーバを実行するように前記ＬＬＣＦに
シグナリングすることを特徴とする請求項１記載のハンドオーバ管理プレーン。
【請求項６】
　アクセスゲートウェイであって、
　　　無線アクセスゲートウェイと、
　　　メディア独立ハンドオーバを実施するように構成され、前記無線アクセスゲートウ
ェイと通信するメディア独立ハンドオーバ（ＭＩＨ）アクセスゲートウェイと
を具えたことを特徴とするアクセスゲートウェイ。
【請求項７】
　当該アクセスゲートウェイは、Ａインターフェースを介して基地局と通信することを特
徴とする請求項６記載のアクセスゲートウェイ。
【請求項８】
　前記無線アクセスゲートウェイは、サービスアクセスポイントインターフェースを介し
て前記ＭＩＨアクセスゲートウェイと通信することを特徴とする請求項６記載のアクセス
ゲートウェイ。
【請求項９】
　当該アクセスゲートウェイは、Ｉ－ＣＮインターフェースを介して前記コアネットワー
クと通信することを特徴とする請求項６記載のアクセスゲートウェイ。
【請求項１０】
　当該アクセスゲートウェイは、ＡＧインターフェースを介して別のアクセスゲートウェ
イと通信するように構成されることを特徴とする請求項６記載のアクセスゲートウェイ。
【請求項１１】
　基地局であって、
　　メディアアクセス制御（ＭＡＣ）および物理層装置と、
　　前記ＭＡＣおよび物理層装置と通信するように構成された無線アクセスゲートウェイ
と、
　　メディア独立ハンドオーバを実施するように構成されたメディア独立ハンドオーバ（
ＭＩＨ）アクセスゲートウェイであって、前記無線アクセスゲートウェイと通信するＭＩ
Ｈアクセスゲートウェイと
を具えたことを特徴とする基地局。
【請求項１２】
　当該基地局は、Ｕインターフェースを介して局と通信することを特徴とする請求項１１
記載の基地局。
【請求項１３】
　前記ＭＡＣおよび物理層装置は、サービスアクセスポイントインターフェースを介して
前記無線アクセスゲートウェイと通信することを特徴とする請求項１１記載の基地局。
【請求項１４】
　前記無線アクセスゲートウェイは、サービスアクセスポイントインターフェースを介し
て前記ＭＩＨアクセスゲートウェイと通信することを特徴とする請求項１１記載の基地局
。
【請求項１５】
　当該基地局は、Ｉ－ＣＮインターフェースを介して前記コアネットワークと通信するこ
とを特徴とする請求項１１記載の基地局。
【請求項１６】
　ワイヤレスネットワーク内のハンドオーバを管理する方法であって、
　測定値およびハンドオーバトリガを送信するように、ネットワークタイプ－特有メディ
アアクセス制御および物理層を構成するステップと、
　前記ハンドオーバトリガを、ネットワークタイプ－特有収束機能に送信するステップと
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、
　前記ネットワークタイプ－特有収束機能を介して、メディア独立ハンドオーバ機能と通
信するステップと
を具えたことを特徴とする方法。


	header
	written-amendment

